
SATテクノロジー・ショーケース2018

 

   

■ はじめに 
ETC2.0とは、ETCの高速道路利用料金収受機能に加

えて、ETC2.0車載器と路側アンテナの通信により、渋滞
回避や安全運転支援といった、ドライバーに有益な情報
を提供するサービスである。ETC2.0では、道路管理者が
路側アンテナより、車両の走行履歴データ（移動経路及び
速度等）及び挙動履歴データ（急減速等の車両挙動があ
る閾値を超えた際の前後加速度等）（以下「ETC2.0プロー
ブ情報」という）を取得可能である。ETC2.0プローブ情報
のうち、速度データについては渋滞対策前後の車両の速
度変化等、交通円滑化の観点から活用されるようになって
きている。本稿は、渋滞対策の効果把握に、ETC2.0プロ
ーブ情報による車両の地点速度データに加えて車両挙動
データの活用を試みたものである。 

 
■ 研究内容 
本研究では、海老名JCTランプ区間に対し、NEXCO中

日本が行った渋滞対策を分析対象とした。具体には、ラン
プ区間の容量不足による渋滞に対し、ランプ車線を単線
運用から複線化運用としたものである（図-1）。本研究で
は、当該ランプ区間を、東京（都内）方面から八王子方面
へ向かう車両の、ETC2.0プローブ情報の地点速度データ
及び車両挙動データ（急減速挙動）の変化を対策前後で
比較することで、渋滞対策の効果を把握することとした。
分析に用いたETC2.0プローブ情報の対象期間は、平成
27年7月18日～平成27年9月18日（対策前）及び平成28年
7月16日～平成28年9月16日（対策後）である。 
地点速度（図-2）については、対策実施前は、複線化

運用区間とその上流側において、海老名JCTにおける容
量不足から、低速度の車両が多く発生している。対策後は、
地点速度が低い車両の割合が著しく減少していることから、
渋滞対策の効果が発現していることがわかる。 
一方、急減速挙動（図-3）については、対策前は、渋滞

末尾での減速、停止のため、複線化運用区間とその上流
側において多く発生している。対策後は、複線化運用区
間より上流側において、顕著に減少し、対策前後それぞ
れの急減速挙動発生ピーク箇所における発生件数を比
較すると、半分以下に減少していることが把握でき、交通
安全の面からも対策の効果が発現していることがわかっ
た。 

 
※1出典：「NEXCO中日本ニュースリリース」（2015.11.13） 

図-1 分析区間概要図※1 

図-2 地点速度の変化 

図-3 急減速挙動の変化 
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■ はじめに 
近年、高齢化の進展に伴い、廊下での転倒や階段から

の転落等の建物内での事故が増加傾向にある。また、回
転自動ドアやエレベーター等の機械系の建築設備での
死亡事故が発生している。人口動態統計によると、平成27
年の日常時の建物に関連した事故の死者数（9,458人）は、
道路交通事故の死者数（4,117人）の2倍以上にのぼり、こ
れらの日常的な生活時に発生する建物事故の発生原因
の解明と予防方策の検討が求められている。 
■ 活動内容 
これらの建物事故事例を調べると、建築設計者、建物

管理者、利用者が、その危険性を認識・配慮することで予
防できるものが少なくない。一方で、多様で広範囲にわた
る建物事故の情報を一元的に把握し、対応方策とともに
広く周知する仕組みがなく、関係者の認識の向上が図ら
れていない状況にあった。 
以上を踏まえて創設された「建物事故予防ナレッジベ

ース」は平成21年度より、建築設計者、建物管理者、利用
者が事故の実態を把握し、整理された事故発生原因・安
全対策の集積により、知識を共有できるシステムを目指し
て以下の取り組みを行っている。 
１．建物事故の事例等の収集 
以下の情報ソースから事例を抽出 

・報道（記事データベース日経テレコン） 
・社会資本整備審議会の報告 
・「建物事故予防ナレッジベース」のウェブサイトへの投稿 
また、事例に関する裁判判例も収集・整理している。 

２．ウェブサイトでの公開 
収集した事例等を空間のつくりが主な原因で生じたもの

と機械設備に関するものの２種類に整理（写真．１）し、ウ
ェブサイトで公開している。また、事故を防ぐ為の解説・提
案として、公開している事故事例の類型ごとに対応した安
全対策について、専門家の視点からの解説・取り組みの
例を紹介したり、建物事故に関する国土技術政策総合研
究所の調査・イベント報告等を公開している。 
■今後の展開 
公開より8年が経過し、データベース利用者の傾向や他

団体の活動を踏まえ、データベースの運用方針の検討を
始めるところである。以下、現状分析と課題を整理する。 
①安全対策は、主に建物管理者が対応しており、事故に
関する情報が建築設計者や利用者との間で共有されて
いない。さらに、事故の情報は、公表されていないもの

が多く、知見として活かされていない。このことにより、
建築設計者が認識すべき事故事例や設計上の留意注
意事項の情報が不足し、また、利用者側への注意喚起
が行われていない状況にある。 

②本データベースの利用者は、ゼネコンやハウスメーカ
ーの他に弁護士や保険会社等も想定され、事故に関
する法令や責任の所在を明らかにすることを目的として
閲覧されることが考えられる。 
以上を踏まえて、今後のデータベースの運用方針とし

て以下の内容が考えられる。 
①情報の充実・共有 
・情報の充実、事例の対象の拡大 
現在の収集対象となる事故は、建物内の共有部にお

けるものであるが、専有部も対象とすることで、より総合
的な建物の対応方策の充実が図られる。 
・関係者への情報提供・啓発活動 

他団体等における日常災害に関する情報提供・啓発
活動の事例の整理を行い、周知・普及の対象を明確に
した上で、設計や管理のガイドラインの作成や建物事
故予防のための講習会を実施する必要がある。 

②建物の部位と関連する法令のリンク 
事故原因となった建物の部位とそれに関連する法令

とをリンクさせることで、建築設計者が検討する際の利
便性が向上する上、現行の法令やガイドラインで補うべ
き項目の検討が明確になる。 

■ 関連情報等（特許関係、施設） 
・建物事故予防ナレッジベース ウェブサイト 
http://www.tatemonojikoyobo.nilim.go.jp/kjkb/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

写真.１ 事例パターンのアイコン例 
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